
 株式会社ニッポン放送   一般事業主行動計画  

 

社員の働き方を見直し、社員が個々の能力を十分に発揮しながら、 

安心して働き続けることのできる職場環境と、 

社員が仕事と子育てを両立し働きやすい環境をつくるため、 

次の行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 平成 27年 4月 1日から平成 37年 3月 31日までの 10年間 

 

２．内容 

 

目標 1 所定外労働の削減および年次有給休暇取得促進のための 

管理職研修を開催する。 

 

【目標を達成するための対策とその実施時期】 

 

平成 27年 4月～ 研修の内容等を検討する。 

平成 28年度～ 順次、研修を開始する。 

 

 

目標 2 育児に関する諸制度の周知を実施し、活用を促す。 

 

【目標を達成するための対策とその実施時期】 

 

平成 27年度～ 育児休業中の社員への定期的な情報提供を 

継続するとともに、対象者への個別周知と 

相談受付により、制度の活用を促す。 

 

 

目標 3 メンタルヘルスケアの充実を図る。 

 

【目標を達成するための対策とその実施時期】 

 

平成 27年 4月～ ストレスチェック制度の周知を図る。 

平成 28年度～ ストレスチェックがより効果的に機能するよう施策を検討し、 

              順次、実施していく。 



女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月 31日までの 5年間 

 

２．目標と取組内容 

 

【目   標】 女性労働者の平均勤続年数を現在の 16.0年より 1年以上伸ばす。 

 

【取組内容】 

 

令和 4年 4月～ 所属長との面談を実施し、目標の確認や不安・不満の 

解消、モチベーションアップを図る。 

令和 4年 4月～ 育児休業・看護休暇・介護休業制度の内容について 

改めて周知徹底を行う。 


